
   

令和８年度 天草市地域振興部 会計年度任用職員募集要項 

【消費生活相談員】または【事務補助員】 

１．任用期間   令和８年４月１日～令和９年３月３１日 

※任用から 1 ヶ月間は条件付採用期間となります。 

※勤務成績が良好で、予算措置が継続される場合は、再度の任用を行う場

合があります（最大２回）。 

２．職  種   ①消費生活相談員または②事務補助員 

３．勤務場所   地域振興部まちづくり支援課（消費生活センター） 

４．予定人員   １人程度 

５．業務内容   ①消費生活相談員 

消費生活相談業務 

②事務補助員 

消費生活相談員の補助業務 

６．応募資格   ①消費生活相談員 

 (1)次のいずれかの資格を有する者 

  ・消費生活相談員（国家資格） 

・消費生活専門相談員（国民生活センター認定資格） 

・消費生活アドバイザー（日本産業協会認定資格） 

・消費生活コンサルタント（日本消費者協会認定資格） 

(2)普通自動車運転免許を所持していること（AT 限定可） 

②事務補助員 

(1)消費生活相談員資格試験を受験する意思がある者 

(2)普通自動車運転免許を所持していること（AT 限定可） 

７．欠格事項    (1)拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその

執行を受けることがなくなるまでの者 

(2)天草市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から

２年を経過しない者 

(3)日本国憲法の施行の日以後において、日本国憲法又はその下

に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他

の団体を結成し、又はこれに加入した者 

８．勤務条件  

(1)報酬（月額）  ①消費生活相談員 

         １７４，６５８円 

 



   

        ②事務補助員 

         １５１，５８７円 

※天草市職員（常勤・臨時・非常勤）として同種の業務に従事したことが

ある場合は、一定の基準により加算されることがあります。 

(2)手 当 等  期末手当、勤勉手当、通勤手当を要件に応じて支給 

(3)報 酬 支 給 日  毎月 20 日 

(4)勤 務 日  月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く） 

(5)勤 務 時 間  １週間につき 30 時間 

（勤務時間） 

① 消費生活相談員 

9 時 00 分～16 時 00 分 

または 10 時 00 分～17 時 00 分 

 ②事務補助員 

      9 時 00 分～16 時 00 分 

            （休憩時間）12 時 00 分～13 時 00 分 

(6)社 会 保 険 等  健康保険、厚生年金保険、雇用保険、公務災害補償に加入 

(7)職員駐車場  有・○無  

９．選考方法   申込書による書類審査、面接試験 

10．合格者決定方法    面接試験の平均点（全ての選考委員が付した点数を合計し、選考

委員の人数で除したものをいう。）が上位の者から１人を合格者と

します。ただし、平均点が 20 点未満の者については合格者としま

せん。 

11．試験日程  

(1)日 時  令和８年２月１３日（金）午前９時から 

(2)場 所  天草市役所 会議室３（１階スポーツ振興課奥） 

(3)受 験 票  詳細な日時等を記載した受験票を送付します。２月９日（月）を

過ぎても届かない場合は、問い合わせ先まで連絡してください。 

12．選考結果  

(1)合否の発表  受験者全員に文書で通知します。電話でのお答えはできません。 

(2)開 示  受験者本人からの請求に基づき、本人の点数及び合格者のうち最

も下位の者の点数を開示します。 

13．申込方法  

(1)申込書類  指定の申込書 



   

(2)提出方法  郵送又は持参 

(3)提 出 先  〒863-8631（住所記載不要）天草市役所・地域政策課 

(4)申込期限  １月３０日（金）必着 

14．注意事項    (1)天草市で募集中の他の会計年度任用職員と重複して申し込む

ことはできません。 

(2)身体等の事情により受験の際に配慮の必要な方は、試験会場

等の準備のため、申込書にその旨を記載してください。 

(3)提出のあった応募書類は、本市において適正に保管し、一定

期間経過後は廃棄します。 

15．問い合わせ先   【業務内容に関すること】 

地域振興部まちづくり支援課 ☎３２－６６６１ 

【応募方法・採用試験・その他の事項に関すること】 

地域振興部地域政策課 ☎２７－６０００ 

 


